
1/23 

○藤沢市特定開発事業等に係る手続及び基準に関する条例 

平成20年12月26日 

条例第19号 

改正 平成23年9月12日条例第5号 

平成25年3月7日条例第42号 

平成26年2月27日条例第20号 

令和4年6月13日条例第1号 

令和5年2月24日条例第28号 

目次 

第1章 総則(第1条―第7条) 

第2章 特定開発事業等に関する手続 

第1節 特定開発事業に係る事前届等(第8条―第14条) 

第2節 特定開発事業等に係る事前協議等(第15条―第21条) 

第3節 特定開発事業等に係る同意等(第22条―第28条) 

第4節 特定開発事業等に係る工事の着手制限等(第29条―第32条) 

第3章 特定開発事業等に係る公共施設等の整備基準(第33条―第43条) 

第4章 都市計画法に基づく開発許可の基準(第44条―第46条) 

第5章 雑則(第47条―第51条) 

第6章 罰則(第52条・第53条) 

附則 

第1章 総則 

(目的) 

第1条 この条例は、特定開発事業等の施行に関する手続、それらの事業に伴い整備すべき

施設等の基準その他必要な事項を定めることにより、良好な都市環境の形成に資すること

を目的とする。 

(定義) 

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

(1) 特定開発事業 次のいずれかに該当するものをいう。 

ア 開発行為(都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第4条第12項に

規定する開発行為で、その規模が500平方メートル以上のものをいう。以下同じ。)
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で、その規模が3,000平方メートル以上のもの 

イ 中高層建築物で、階数が5以上であるもの又は延べ面積が3,000平方メートル以上

のものの建築 

ウ 大規模建築物の建築 

エ 第5号オに掲げる建築物で延べ面積が300平方メートル以上のものの建築 

(2) 開発事業 次のいずれかに該当するもの(特定開発事業に該当するものを除く。)をい

う。 

ア 開発行為 

イ 中高層建築物の建築 

ウ 特定建築物等の建築(用途の変更をして前号エに規定する建築物にする場合を含

む。)又は建設 

エ 特定共同住宅の建築 

オ 特定造成工事 

カ 宅地造成工事 

(3) 中高層建築物 次のいずれかに該当するものをいう。 

ア 階数が3以上の建築物で共同住宅の用途に供する部分の住戸の数(2以上の敷地が一

団地を形成している場合においては、それらの敷地に建築される建築物の共同住宅の

用途に供する部分の住戸の数を合計した数)が24以上であるもの 

イ 階数が3以上である特定共同住宅で住戸の数(2以上の敷地が一団地を形成している

場合においては、それらの敷地に建築される特定共同住宅の住戸の数を合計した数)

が24以上であるもの 

ウ 階数が3以上である建築物で延べ面積が2,000平方メートル以上であるもの(アに該

当するもの及びイに該当するものを除く。) 

エ アからウまでに掲げる建築物以外の建築物で階数が5以上であるもの 

(4) 大規模建築物 大規模小売店舗(大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条

第2項に規定する大規模小売店舗をいう。)で、その用途に供する部分の床面積が10,000

平方メートルを超えるものをいう。 

(5) 特定建築物等 次のいずれかに該当するものをいう。 

ア 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域又は市街化調整区域内の建築物

(一戸建ての住宅を除く。)で、地階を除く階数が3以上であるもの又は軒の高さが7メ

ートルを超えるもの 
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イ 第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住

居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域又は工業専用

地域内の建築物で高さが10メートルを超えるもの(商業地域、工業地域又は工業専用

地域内の建築物で建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「基準法」という。)第56

条の2第4項の規定の適用を受けないものを除く。) 

ウ 工場その他の公害(環境基本法(平成5年法律第91号)第2条第3項に規定する公害を

いう。)が発生するおそれがあると市長が認めた建築物(工業専用地域内のものを除

く。) 

エ 延べ面積が300平方メートル以上の倉庫 

オ ホテル若しくは旅館、劇場、映画館若しくは演芸場又はキャバレー、遊技場、集会

場その他これらに類する用途に供する建築物 

カ 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第138条第1項第2号に掲げる工作物 

(6) 特定共同住宅 共同住宅、下宿、長屋又は寄宿舎(事務所、店舗その他これらに類す

る用途を兼ねるものを含む。以下この号において同じ。)で、床面積が37平方メートル

以下である住戸(管理人室として使用される住戸を除く。以下この号において同じ。)の

数(2以上の敷地が一団地を形成している場合においては、それらの敷地に建築される建

築物の共同住宅、下宿、長屋又は寄宿舎で、床面積が37平方メートル以下である住戸

の数を合計したもの)が8以上で構成される部分を有するものをいう。 

(7) 特定造成工事 宅地造成に関する工事で、当該造成した土地の部分に高さ3メートル

を超える崖
がけ

(地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地をいう。)を生ずること

となるもの(開発行為又は宅地造成工事に該当するものを除く。)をいう。 

(8) 宅地造成工事 宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)第12条第1項

の許可を要する宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事(開

発行為に該当するものを除く。)をいう。 

(9) 特定開発事業等 特定開発事業及び開発事業をいう。 

(10) 近隣住民 次のいずれかに該当する者をいう。 

ア 特定開発事業等を行う土地(以下「事業地」という。)の境界線からの水平距離が10

メートル以内の範囲にある土地の所有者又は建築物の全部若しくは一部を所有し、若

しくは占有する者 

イ 中高層建築物により冬至日の真太陽時における午前8時から午後4時までの間にお

いて地盤面に日影が生ずる範囲内で、かつ、当該建築物の外壁又はこれに代わる柱の
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面からの水平距離がその高さの1.7倍以内にある土地の所有者又は建築物の全部若し

くは一部を所有し、若しくは占有する者 

(11) 周辺住民 次のいずれかに該当する者(近隣住民に該当する者を除く。)をいう。 

ア 事業地の境界線からの水平距離が20メートル以内の範囲にある土地の所有者又は

建築物の全部若しくは一部を所有し、若しくは占有する者 

イ 中高層建築物又は特定建築物等の建築によりテレビジョン放送の電波の受信障害

が発生すると予測される区域に建築物の全部若しくは一部を所有し、又は占有する者 

ウ 事業地が5メートル未満の幅員の道路に接している場合において、当該道路を特定

開発事業等のための資材又は機械の運搬に用いる車両が通行するとき、又は当該道路

が事業地の主たる道路であるときは、事業地から5メートル以上の幅員の道路に接続

するまでの間において当該5メートル未満の幅員の道路に接する土地の所有者又は

当該土地を敷地とする建築物の全部若しくは一部を所有し、若しくは占有する者 

(12) 開発事業者 特定開発事業等に関する工事の請負契約の注文者又は請負契約によ

らないで自らその工事をする者をいう。 

(13) 事業区域 事業地の区域をいう。 

2 前項に規定するもののほか、この条例において使用する用語は、法、基準法及び建築基

準法施行令において使用する用語の例による。 

(平成25条例42・令和5条例28・一部改正) 

(適用除外) 

第3条 この条例の規定は、次に掲げる行為については、適用しない。 

(1) 法第29条第1項第2号及び第4号から第11号までに掲げる開発行為 

(2) 基準法第85条第1項若しくは第2項に規定する応急仮設建築物又は同項若しくは同条

第6項に規定する仮設建築物の建築 

(令和4条例1・一部改正) 

(市の責務) 

第4条 市は、この条例の目的を達成するため特定開発事業等の実施に関する総合的な調整

に努めるとともに、この条例に定める手続が適切かつ円滑に行われるよう必要な措置を講

じなければならない。 

(開発事業者の責務) 

第5条 開発事業者は、この条例の目的を達成するため近隣住民及び周辺住民に及ぼす影響

に十分配慮するとともに、自らの責任と負担において必要な措置を講じなければならない。 
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2 開発事業者は、この市の策定する都市マスタープランその他の土地利用に関連する計画

等に整合し、かつ、周辺環境と調和するように特定開発事業等を行うよう努めなければな

らない。 

(平成23条例5・平成26条例20・一部改正) 

(市民の責務) 

第6条 市民は、良好な都市環境の形成を担う地域社会の一員として、この条例に定める手

続が適切かつ円滑に行われるよう手続の実施に協力しなければならない。 

(一の特定開発事業等とみなす場合等) 

第7条 一団の土地(所有者が同一である土地又は物理的に一体として利用されている土地

をいう。)において、同時に又は引き続き行う特定開発事業等(開発行為を除く。以下この

条において同じ。)であって、全体を一体的に土地利用することが見込まれるものは、こ

れらの特定開発事業等を一の特定開発事業等とみなす。 

2 前項の規定は、先行する特定開発事業等の目的とする建築物について基準法第7条第5項

又は第7条の2第5項の規定による検査済証の交付があった日以後に行うものについては、

適用しない。 

第2章 特定開発事業等に関する手続 

第1節 特定開発事業に係る事前届等 

(事前届出書の提出) 

第8条 開発事業者は、特定開発事業を行おうとするときは、あらかじめ、規則で定めると

ころにより、次に掲げる事項を記載した書面(以下「事前届出書」という。)を市長に提出

しなければならない。 

(1) 開発事業者の氏名及び住所(その者が法人である場合にあっては、その名称、代表者

の氏名及び主たる事務所の所在地) 

(2) 特定開発事業の名称、目的及び概要 

(3) 事業区域の状況 

(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める事項 

(標識の設置) 

第9条 開発事業者は、前条の規定による事前届出書の提出をした場合においては、規則で

定めるところにより、速やかに、当該特定開発事業の事業区域内の公衆の見やすい場所に

当該特定開発事業の概要等を記載した標識(以下「特定事業予告板」という。)を設置しな

ければならない。 
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2 特定事業予告板は、第17条第1項の規定により標識を設置する時まで設置しておかなけ

ればならない。 

3 開発事業者は、第1項の規定により特定事業予告板を設置したときは、規則で定めると

ころにより、速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。 

4 開発事業者は、近隣住民又は周辺住民から特定事業予告板に記載した特定開発事業の概

要等について説明を求められたときは、当該特定開発事業の概要等について説明しなけれ

ばならない。 

(説明会の開催) 

第10条 開発事業者は、前条第3項の規定による届出をした日の翌日から起算して10日を経

過した日以後に、当該特定開発事業の概要、工事の概要その他の規則で定める事項につい

て近隣住民及び周辺住民に対し説明を行うための説明会を開催しなければならない。 

(要望書の提出) 

第11条 近隣住民及び周辺住民は、前条の説明会が終了した日の翌日から起算して10日以

内に、当該特定開発事業の概要及び実施に対する要望を記載した書面(次条において「要

望書」という。)を開発事業者に提出することができる。 

(見解の通知) 

第12条 開発事業者は、前条の規定による要望書の提出があったときは、当該要望書に対

する見解を、書面により、当該要望書を提出した者に通知しなければならない。 

(事前説明報告書の提出) 

第13条 開発事業者は、第11条に規定する期間が経過した日以後に、第10条の説明会にお

いて行った説明の内容、第11条に規定する要望の概要、前条の規定により通知した見解

の概要その他規則で定める事項を記載した報告書(以下「事前説明報告書」という。)を市

長に提出しなければならない。 

2 市長は、前項の規定による事前説明報告書の提出があったときは、当該事前説明報告書

をその提出があった日から10日間一般の縦覧に供するものとする。 

(意見書の提出) 

第14条 近隣住民及び周辺住民は、前条第2項の規定により縦覧に供された事前説明報告書

の内容について意見があるときは、同項に規定する縦覧期間の満了の日までに、意見書を

市長を経由して開発事業者に提出することができる。この場合において、市長は、近隣住

民及び周辺住民に対し、当該意見に関する内容について必要な指導及び助言をすることが

できる。 
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2 市長は、前項の規定により意見書を収受したときは、遅滞なく、開発事業者に当該意見

書を送付するものとする。この場合において、市長は、開発事業者に対し、当該意見書に

関する事項について必要な指導及び助言をすることができる。 

3 開発事業者は、前項の規定による意見書の送付を受けたときは、当該意見書に対する見

解を記載した書面を当該意見書を提出した者に送付するとともに、当該書面の写しを市長

に提出しなければならない。 

第2節 特定開発事業等に係る事前協議等 

(事前協議申出書の提出等) 

第15条 開発事業者は、特定開発事業等の計画を策定したときは、規則で定めるところに

より、次に掲げる事項を記載した書面(以下「事前協議申出書」という。)を市長に提出し

なければならない。 

(1) 開発事業者の氏名及び住所(その者が法人である場合にあっては、その名称、代表者

の氏名及び主たる事務所の所在地) 

(2) 特定開発事業等の名称、目的及び事業計画 

(3) 事業区域の状況 

(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める事項 

2 市長は、前項の規定による事前協議申出書の提出があったときは、開発事業者に対し、

この条例に定める手続及び基準を遵守するよう求めるとともに、特定開発事業等の計画に

ついて必要な指導及び助言をすることができる。 

3 開発事業者は、特定開発事業等の計画について、前項の指導及び助言の内容に配慮する

よう努めなければならない。 

4 特定開発事業である場合においては、第1項の規定による事前協議申出書の提出は、前

節に規定する手続が終了した日以後でなければ行うことができない。 

(事前協議) 

第16条 開発事業者は、特定開発事業等の計画について、次章に規定する事項、津波避難

ビル(津波が発生し、又は発生するおそれがある場合に、一時的かつ緊急に避難場所とな

る建築物として市長の指定を受けたものをいう。)に関する事項その他市長が必要がある

と認める事項に関し、規則で定めるところにより、市長及び公共施設の管理者と協議を行

わなければならない。ただし、市長が必要がないと認めるときは、この限りでない。 

2 前項の協議(以下「事前協議」という。)は、第19条の規定による報告書の提出をした日

以後でなければ行うことができない。 
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(平成25条例42・一部改正) 

(標識の設置) 

第17条 開発事業者は、第15条第1項の規定による事前協議申出書の提出をした場合におい

ては、規則で定めるところにより、速やかに、当該特定開発事業等の事業区域内の公衆の

見やすい場所に当該特定開発事業等の計画等を記載した標識(以下「事業予告板」という。)

を設置しなければならない。 

2 事業予告板は、当該特定開発事業等に係る工事が完了する時まで設置しておかなければ

ならない。 

3 開発事業者は、第1項の規定により事業予告板を設置したときは、規則で定めるところ

により、速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。 

4 開発事業者は、特定開発事業にあっては近隣住民又は周辺住民、開発事業にあっては近

隣住民から事業予告板に記載した特定開発事業又は開発事業の計画等について説明を求

められたときは、当該特定開発事業又は開発事業の計画等について説明しなければならな

い。 

(説明会の開催) 

第18条 開発事業者は、前条第3項の規定による届出をした日から起算して14日以内に特定

開発事業にあっては近隣住民又は周辺住民、開発事業にあっては近隣住民から当該特定開

発事業又は開発事業の計画、工事の概要等に関する説明会の開催を求められたときは、近

隣住民又は周辺住民に対し説明を行うための説明会を開催しなければならない。 

(報告書の提出) 

第19条 開発事業者は、前条の説明会を開催した場合にあっては当該説明会において行っ

た説明の内容その他規則で定める事項、前条の説明会の開催を求められなかった場合にあ

ってはその旨を記載した報告書を市長に提出しなければならない。 

(事前協議結果等通知書の交付) 

第20条 市長は、事前協議が終了したとき(第16条第1項ただし書の規定により事前協議を

行わなかった場合を含む。)は、その結果等を記載した書面(以下「事前協議結果等通知書」

という。)を開発事業者に交付するものとする。 

(事前協議申出書の提出後の変更の手続) 

第21条 開発事業者は、第15条第1項の規定による事前協議申出書の提出をした日から次条

第1項の同意を得るまでの間において特定開発事業等の計画の変更をしようとするとき

は、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を市長に届け出なければならない。 
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2 開発事業者は、特定開発事業等の計画を変更したときは、この節に定める手続を行わな

ければならない。ただし、規則で定める変更については、この限りでない。 

3 前項の規定によりこの節に定める手続を行わなければならない場合においては、第1項

の規定による届出は、第15条第1項の規定による事前協議申出書の提出とみなす。 

4 開発事業者は、第1項の規定による届出を行った場合において、当該変更が第2項ただし

書の規則で定める変更に該当するときは、当該届出を行った特定開発事業等の内容に従い、

事業予告板の記載事項について必要な修正を行わなければならない。 

第3節 特定開発事業等に係る同意等 

(特定開発事業等に係る同意手続) 

第22条 開発事業者は、特定開発事業等の計画を策定し、その計画について市長の同意を

得なければならない。 

2 前項の同意を得ようとする開発事業者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項

を記載した書面(以下「同意申請書」という。)を市長に提出しなければならない。 

(1) 開発事業者の氏名及び住所(その者が法人である場合にあっては、その名称、代表者

の氏名及び主たる事務所の所在地) 

(2) 特定開発事業等の名称、目的及び実施計画 

(3) 事業区域の状況 

(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める事項 

3 前項の規定による同意申請書の提出は、第20条の規定による事前協議結果等通知書の交

付を受けた日以後でなければ行うことができない。 

(同意の基準) 

第23条 市長は、前条第2項の規定による同意申請書の提出があった場合において、開発事

業者が第20条の規定による事前協議結果等通知書の交付を受けており、かつ、特定開発

事業等の計画が次章に規定する整備基準に適合しているときは、前条第1項の同意をしな

ければならない。 

(同意又は不同意の通知) 

第24条 市長は、第22条第2項の規定による同意申請書の提出があったときは、遅滞なく、

同意又は不同意の決定をし、当該同意申請書を提出した者にその旨を書面により通知する

ものとする。 

(同意後の変更の手続) 

第25条 第22条第1項の同意を得た開発事業者は、特定開発事業等の計画の変更をしようと
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するときは、あらかじめ、市長の同意を得なければならない。ただし、規則で定める変更

については、この限りでない。 

2 前項の同意を得ようとする開発事業者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項

を記載した書面を市長に提出しなければならない。 

(1) 開発事業者の氏名及び住所(その者が法人である場合にあっては、その名称、代表者

の氏名及び主たる事務所の所在地) 

(2) 特定開発事業等の同意年月日及び番号 

(3) 特定開発事業等の名称 

(4) 特定開発事業等の変更の理由及びその内容 

(5) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項 

3 第1項の同意を得ようとする開発事業者は、前節に定める手続を行わなければならない。 

4 前項の規定により前節に定める手続を行わなければならない場合においては、第2項の

規定による書面の提出は、第15条第1項の規定による事前協議申出書の提出とみなす。 

5 前2条の規定は、第1項の同意について準用する。この場合において、第23条中「前条第

2項の規定による同意申請書」とあるのは「第25条第2項の規定による書面」と、「前条

第1項」とあるのは「第25条第1項」と、前条中「第22条第2項の規定による同意申請書」

とあるのは「次条第2項の規定による書面」と、「当該同意申請書」とあるのは「当該書

面」と読み替えるものとする。 

6 第22条第1項の同意を得た開発事業者は、第1項ただし書の規則で定める変更をしたとき

は、遅滞なく、その旨を書面により市長に届け出なければならない。 

7 開発事業者は、前項の規定による届出を行ったときは、当該届出を行った特定開発事業

等の内容に従い、事業予告板の記載事項について必要な修正を行わなければならない。 

(開発事業者の変更) 

第26条 開発事業者は、第15条第1項の規定による事前協議申出書の提出をした後、当該開

発事業者に関する事項について変更が生じたときは、その旨を書面により市長に届け出る

とともに、事業予告板の記載事項について必要な修正を行わなければならない。 

(同意の効力) 

第27条 第22条第1項の同意(特定開発事業等の計画の変更の場合にあっては、第25条第1

項の同意)の日から起算して2年以内に、開発事業者が当該特定開発事業等について次に掲

げる行為をしなかったときは、当該同意は、その効力を失う。 

(1) 法第29条第1項又は第43条第1項に規定する許可の申請 
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(2) 基準法第6条第1項若しくは第6条の2第1項に規定する確認の申請又は基準法第18条

第2項に規定する計画の通知(基準法第88条第1項においてこれらの規定を準用する場

合を含む。) 

(3) 宅地造成及び特定盛土等規制法第12条第1項に規定する許可の申請 

(令和5条例28・一部改正) 

(特定開発事業等の取りやめ) 

第28条 開発事業者は、特定開発事業等を取りやめるときは、速やかに、その旨を書面に

より市長に届け出なければならない。 

第4節 特定開発事業等に係る工事の着手制限等 

(工事の着手の制限) 

第29条 開発事業者は、第22条第1項の同意を得た日以後でなければ、特定開発事業等に関

する工事に着手してはならない。 

2 開発事業者は、特定開発事業等の計画の変更(第25条第1項ただし書に規定する規則で定

める変更を除く。)について同項の同意を得た日以後でなければ、当該計画の変更に係る

特定開発事業等に関する工事に着手してはならない。 

(工事の着手の届出) 

第30条 開発事業者は、特定開発事業等の工事に着手したときは、速やかに、その旨を書

面により市長に届け出なければならない。 

(工事の完了の届出) 

第31条 開発事業者は、特定開発事業等(第2条第1項第2号ウ(用途の変更をして同項第1号

エに規定する建築物にする場合及び同項第5号カに該当するものを建設する場合に限る。)

に該当するもの、同項第2号オに該当するもの及び同号カに該当するものを除く。次条に

おいて同じ。)の工事が完了したときは、速やかに、その旨を書面により市長に届け出な

ければならない。 

(工事の完了の確認) 

第32条 市長は、前条の規定による届出があった場合において、第22条第1項の同意(特定

開発事業等の計画の変更の場合にあっては、第25条第1項の同意)に係る特定開発事業等

の内容に適合していると認めるときは、開発事業者に完了確認書を交付するものとする。 

第3章 特定開発事業等に係る公共施設等の整備基準 

(雨水貯留施設等の整備基準) 

第33条 開発事業者は、特定開発事業等の事業区域の面積が1,000平方メートル以上である
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場合においては、別表第1の左欄に掲げる事業区域の面積の区分に応じ、それぞれ同表の

右欄に定める貯留基準を満たす一時雨水を貯留する施設を設置しなければならない。ただ

し、市長が特に必要がないと認めるときは、この限りでない。 

2 前項の規定にかかわらず、国又は地方公共団体が行う特定開発事業等の事業区域の面積

が1,000平方メートル以上である場合においては、1,000平方メートルにつき100トン以上

の貯留基準を満たす一時雨水を貯留する施設を設置しなければならない。ただし、市長が

特に必要がないと認めるときは、この限りでない。 

3 開発事業者は、特定開発事業等の事業区域の面積が1,000平方メートル未満であるとき

は、雨水浸透施設(地下に雨水を浸透させる機能を有する施設であって、浸水被害の防止

を目的とするものをいう。)を設置しなければならない。ただし、特定開発事業等の事業

区域が規則で定める区域内であるとき、又は市長が特に必要がないと認めるときは、この

限りでない。 

(消防水利の整備基準) 

第34条 開発事業者は、その建築する建築物が中高層建築物(地階を除く階数が4以上であ

る建築物で延べ面積が3,000平方メートル以上であるものに限り、大規模建築物に該当す

るものを除く。以下この条において同じ。)又は大規模建築物である場合においては、そ

れらの事業区域内に消防水利の基準(昭和39年消防庁告示第7号)第2条第1項に規定する消

防水利(消防法(昭和23年法律第186号)第21条第1項の規定により消防水利として指定され

たものにあっては、開発事業者が所有するものに限る。)のうち防火水槽について、次の

各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める数を設置しなければならない。ただし、市長

が特に必要がないと認めるときは、この限りでない。 

(1) 中高層建築物 1 

(2) 大規模建築物 次のア又はイに掲げる延べ面積の区分に応じ、それぞれア又はイに

定める数 

ア 延べ面積が15,000平方メートル未満 1 

イ 延べ面積が15,000平方メートル以上 2 

(平成25条例42・一部改正) 

(消防活動の空地等の整備基準) 

第35条 開発事業者は、予定建築物(開発行為の事業区域内において予定される建築物をい

う。以下同じ。)又はその建築する建築物(以下これらを「予定建築物等」という。)が地階

を除く階数が4以上である場合においては、規則で定めるところにより、当該予定建築物



13/23 

等の事業区域内にはしご自動車が容易に活動することができる空地を設置し、かつ、当該

空地に至るまでの進入路等を設置しなければならない。ただし、事業区域の周辺の状況等

が規則で定める条件に該当する場合は、この限りでない。 

(生ごみ減量化設備の整備基準) 

第36条 開発事業者は、予定建築物等が第2条第1項第3号ア又はイに規定する建築物である

場合において、当該建築物の住戸の数が49以下であるときは、当該建築物のベランダ等

に家庭用電動生ごみ処理機を設置することができる電源装置を設置しなければならない。

ただし、当該家庭用電動生ごみ処理機を設置することにより法令に違反することとなると

きは、この限りではない。 

2 開発事業者は、予定建築物等が第2条第1項第3号ア又はイに規定する建築物である場合

において、当該建築物の住戸の数が50以上であるときは、当該建築物に大型生ごみ処理

機又はディスポーザキッチン排水処理システム(次条第3項において「大型生ごみ処理機

等」と総称する。)を設置しなければならない。 

(ごみ集積所等の整備基準) 

第37条 開発事業者は、予定建築物等が中高層建築物、特定建築物等(共同住宅で8戸以上

のものに限る。)又は特定共同住宅である場合においては、それらの事業区域内において、

ごみ収集車が容易に通行することができる道路に接した場所又はごみ収集車が横付けす

ることができる場所に、別表第2の左欄に掲げる予定建築物等の区分に応じ、それぞれ同

表の中欄に定めるごみ集積所を同表の右欄に定める設置基準に従い設置しなければなら

ない。 

2 前項の規定により当該建築物の内部にごみ集積所を設置する場合においては、ごみ収集

車が当該建築物の内部に乗り入れることができる高さ及び幅の出入口を設けなければな

らない。 

3 第1項に規定する場合において、それらの建築物に大型生ごみ処理機等を設置する場合

における同項の規定の適用については、別表第2中「0.3平方メートル以上」とあるのは

「0.25平方メートル以上」とする。 

(集会施設の整備基準) 

第38条 開発事業者は、予定建築物(一戸建ての住宅に限る。)の戸数の合計が100を超える

開発行為においては、当該戸数に2平方メートルを乗じて得た数値以上の面積の土地を敷

地として、当該戸数に1平方メートルを乗じて得た数値以上の延べ面積を有する集会施設

を設置しなければならない。ただし、その事業区域の周辺状況等により市長が特に必要が
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ないと認めるときは、この限りでない。 

2 開発事業者は、予定建築物等が中高層建築物(特定共同住宅に該当するものを除く。)で、

その住戸の数が30を超える場合においては、当該中高層建築物の住戸の数に1平方メート

ルを乗じて得た数値以上の延べ面積を有する集会施設を設置しなければならない。 

(自動車駐車場の整備基準) 

第39条 開発事業者は、予定建築物が中高層建築物に該当しない共同住宅(特定共同住宅を

除く。以下この項において同じ。)である場合又は予定建築物等が中高層建築物でその用

途が共同住宅である場合においては、それらの事業地が別表第3の左欄に掲げる用途地域

の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に定める最低確保基準率を当該建築物の住戸の数に乗

じて得た数値(当該数値に小数点以下の端数があるときは、その端数を切り上げた数値。

以下この条において同じ。)以上の台数の自動車を駐車することができる施設(以下「駐車

施設」という。)を事業区域内に設置し、又は事業区域外に確保しなければならない。こ

の場合において、当該事業区域内に設置すべき駐車施設は、前段の数値に同表の左欄に掲

げる用途地域の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める事業区域内確保基準率を乗じて

得た数値以上の台数の規模を有しなければならない。 

2 前項の規定にかかわらず、その事業地に係る用途地域が近隣商業地域又は商業地域であ

ってその事業区域の面積が1,000平方メートル未満である場合の事業区域内確保基準率

は、100分の60とする。 

3 開発事業者は、予定建築物が中高層建築物に該当しない特定共同住宅又は予定建築物等

が中高層建築物でその用途が特定共同住宅である場合においては、その事業地が別表第4

の左欄に掲げる用途地域の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に定める最低確保基準率を当

該特定共同住宅の住戸の数に乗じて得た数値以上の台数の駐車施設を事業区域内に設置

し、又は事業区域外に確保しなければならない。この場合において、当該事業区域内に設

置すべき駐車施設は、前段の数値に同表の左欄に掲げる用途地域の区分に応じ、それぞれ

同表の右欄に定める事業区域内確保基準率を乗じて得た数値以上の台数の規模を有しな

ければならない。 

4 開発事業者は、第1項又は前項に規定する建築物の事業地が用途地域の異なる2以上の用

途地域にわたる場合において、それらの前3項に規定する最低確保基準率及び事業区域内

確保基準率が異なるときは、当該事業地のそれぞれの用途地域内にある当該建築物の各部

分の住戸の数にこれらの項に規定するそれぞれの用途地域の最低確保基準率の欄に定め

る率を乗じて得た数値を合計した数値以上の台数の駐車施設を事業区域内に設置し、又は
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事業区域外に確保しなければならない。この場合において、当該事業区域内に設置すべき

駐車施設は、それぞれの用途地域における前段の数値に前3項に規定するそれぞれの用途

地域の事業区域内確保基準率の欄に定める率を乗じて得た数値を合計した数値以上の台

数の規模を有しなければならない。 

5 前項の数値を算出する場合において、第1項又は第3項に規定する建築物の1の住戸が最

低確保基準率又は事業区域内確保基準率が異なる用途地域の2以上にわたるものがある

ときは、これらの用途地域のうち住戸の過半が属する用途地域内に当該住戸があるものと

みなす。 

6 開発事業者は、予定建築物(一戸建ての住宅を除く。)が第1項若しくは第3項に規定する

建築物以外のものである場合又は予定建築物等が第2条第1項第3号ウに該当する中高層

建築物若しくは同号エに該当する中高層建築物でその延べ面積が2,000平方メートル以

上のものである場合においては、当該建築物又は中高層建築物が別表第5の左欄に掲げる

建築物等の用途の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める設置基準により駐車施設を事

業区域内に設置しなければならない。 

7 開発事業者は、1の建築物の用途が2以上であるときは、それぞれの用途に応じて第1項

から第3項まで及び前項の規定により算出した数値を合計した数値以上の台数の駐車施

設を設置しなければならない。 

8 第1項から第3項まで、第6項及び前項の規定にかかわらず、予定建築物等の用途、その

事業区域の周辺状況等を勘案し、市長が特に必要がないと認めるときは、それぞれの項に

規定する駐車施設の台数を減ずることができる。 

(自転車等駐車場の整備基準) 

第40条 開発事業者は、予定建築物が一戸建ての住宅以外の建築物である場合又はその建

築する建築物が中高層建築物、特定建築物等(共同住宅で8戸以上のものに限る。)若しく

は特定共同住宅である場合においては、別表第6の左欄に掲げる建築物等の用途の区分に

応じ、それぞれ同表の右欄に定める設置基準により算出した数値(当該数値に小数点以下

の端数があるときは、その端数を切り上げた数値)以上の台数の自転車等(自転車(道路交通

法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に規定する自転車をいう。)、原動機付自

転車(同項第10号に規定する原動機付自転車をいう。)又は自動二輪車(同法第3条に規定す

る大型自動二輪車又は普通自動二輪車をいう。)をいう。)を駐車することができる施設を

事業区域内に設置しなければならない。ただし、予定建築物等の用途、その事業区域の周

辺状況等を勘案し、市長が特に必要がないと認めるときは、この限りでない。 
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(防災備蓄倉庫の整備基準) 

第41条 開発事業者は、予定建築物等が中高層建築物(特定共同住宅を除く。)でその住戸の

数が50以上である場合においては、防災資機材を収納する倉庫(以下「防災備蓄倉庫」と

いう。)を設置しなければならない。 

2 防災備蓄倉庫は、その用途に供することができる有効な床面積が0.1平方メートルに住戸

の数を乗じた面積以上で、かつ、有効な高さが1.8メートル以上のものでなければならな

い。 

3 防災備蓄倉庫は、建築物の階数や高さに応じ、居住者の利用の容易性、津波による浸水

の影響等を考慮した適切な場所に設置しなければならない。 

(平成25条例42・一部改正) 

(防災行政無線設備の整備基準) 

第42条 開発事業者は、予定建築物等が中高層建築物である場合において、当該中高層建

築物の建築により防災行政無線設備(災害時において迅速かつ的確な被害状況の把握及び

市民に対する災害情報の伝達を行うためにこの市が設置しているものをいう。)による情

報の伝達に障害を及ぼすおそれがあるときは、当該障害を除去するために必要な措置を講

じなければならない。 

(特定共同住宅の整備基準) 

第43条 開発事業者は、予定建築物等が特定共同住宅である場合においては、当該特定共

同住宅の周辺の地域における良好な生活環境の維持を図るため、管理に関する事項その他

の規則で定める事項を記載した標識を事業区域内に設置しなければならない。 

第4章 都市計画法に基づく開発許可の基準 

(道路に関する技術的細目の制限の強化) 

第44条 法第33条第3項の規定による道路に関する技術的細目において定められた制限の

強化については、次のとおりとする。 

(1) 予定建築物(用途が住宅であるものに限る。)の敷地に接するように配置されている開

発区域内の道路の延長が100メートル以下の小区間で通行上支障がない場合における

当該道路の幅員の最低限度は、別表第7の左欄及び中欄に掲げる開発区域の規模等及び

道路の延長の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める道路の幅員(当該道路と一体的

に機能する開発区域の周辺の道路の幅員が同表の右欄に定める値を超える場合には、当

該幅員)とする。 

(2) 道路の構造は、次のとおりとする。ただし、安全かつ円滑な交通に支障を及ぼさな
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いと市長が認めるときは、この限りでない。 

ア 道路は、アスファルト・コンクリート又はセメント・コンクリートによる舗装とす

る。 

イ 縦断勾配が9パーセントを超える道路は、滑止めの措置が講じられた舗装とする。 

(3) 道路の街角の切取りは、次のとおりとする。 

ア 道路が同一平面で交差し、若しくは接続する箇所又は歩道のない道路の曲がり角は、

当該道路の両端が街角の切取りの長さが3メートル以上である構造とする。ただし、

当該道路の交差角が120度以上であり、かつ、その交差部分から直近の屈曲部までの

長さが3メートル以上である場合は、この限りでない。 

イ アの規定にかかわらず、地形の状況その他やむを得ない状況により、当該道路の両

端に街角の切取りを行うことができないときは、当該道路の片端に街角の切取りの長

さが4.5メートル以上の構造とすることができる。 

(公園に関する技術的細目の制限の強化) 

第45条 法第33条第3項の規定による公園に関する技術的細目において定められた制限の

強化については、次のとおりとする。 

(1) 開発区域の面積が0.3ヘクタール以上5ヘクタール未満の開発行為にあっては、次に

定めるとおりとする。 

ア 主として住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為において設置すべき施設の

種類は、公園とする。 

イ 開発区域の面積が0.3ヘクタール以上2ヘクタール未満の開発行為にあっては、設置

すべき公園、緑地又は広場の数は、1とする。 

ウ 開発区域の面積が2ヘクタール以上5ヘクタール未満の開発行為にあっては、設置

すべき公園、緑地又は広場の1箇所当たりの面積の最低限度は、1,000平方メートル

とする。 

エ 設置すべき公園の面積の合計の開発区域の面積に対する割合の最低限度は、共同住

宅の建築の用に供する目的で行う開発行為にあっては6パーセント、一戸建ての住宅

の建築の用に供する目的で行う開発行為にあっては5パーセントとする。 

オ 設置すべき公園、緑地又は広場の面積の合計の開発区域の面積に対する割合の最低

限度は、住宅以外の建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為にあっては5パー

セントとする。 

(2) 開発区域の面積が5ヘクタール以上の開発行為にあっては、次に定めるとおりとする。 
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ア 設置すべき公園、緑地又は広場の1箇所当たりの面積の最低限度は、1,000平方メ

ートルとする。 

イ 設置すべき公園の面積の合計の開発区域の面積に対する割合の最低限度は、共同住

宅の建築の用に供する目的で行う開発行為にあっては6パーセント、一戸建ての住宅

の建築の用に供する目的で行う開発行為にあっては5パーセントとする。 

ウ 設置すべき公園、緑地又は広場の面積の合計の開発区域の面積に対する割合の最低

限度は、住宅以外の建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為にあっては5パー

セントとする。 

(3) 公園の利用者の安全の確保を図るために必要な措置は、出入口に車止め又は利用者

が公園から飛び出すことを防止する柵及び公園の外周(出入口に係る部分を除く。)に柵

を設置することとする。ただし、公園の利用者の安全上支障がないと市長が認める場合

にあっては、この限りでない。 

(住宅の敷地面積の最低限度) 

第46条 法第33条第4項に規定する予定される建築物の用途は、住宅とし、当該建築物の敷

地面積の最低限度は、別表第8の左欄に掲げる用途地域等の区分に応じ、それぞれ同表の

右欄に定めるとおりとする。 

2 前項の建築物の敷地が別表第8の左欄に掲げる区分のうち2以上の区分に該当する場合

においては、その敷地の部分のうち最大面積を有する部分に該当する区分にその敷地のす

べてが存するものとして、同項の規定を適用する。 

第5章 雑則 

(指導及び助言) 

第47条 市長は、この条例の施行のため必要な限度において、開発事業者に指導及び助言

を行うことができる。 

(勧告) 

第48条 市長は、第29条第1項又は第2項の規定に違反した開発事業者に対し、開発事業者

が第22条第1項又は第25条第1項の同意を得るまでの間当該特定開発事業等の工事の施行

を停止するよう勧告することができる。 

2 市長は、第29条第2項の規定に違反した開発事業者が、第25条第1項の同意を得ないまま

当該特定開発事業等の工事を完了させたときは、当該開発事業者に対し、相当の期限を定

めて第22条第1項の同意に係る特定開発事業等の内容に適合させるよう勧告することが

できる。 
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(命令等) 

第49条 市長は、前条第1項又は第2項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わない

ときは、その者に対し、当該特定開発事業等の工事の施行を停止し、又は相当の期限を定

めて第22条第1項の同意に係る当該特定開発事業等の内容に適合させるよう命ずること

ができる。 

2 市長は、前項の規定による命令をした場合においては、当該勧告に従わない者の氏名又

は名称、違反の事実その他規則で定める事項を記載した標識を当該命令に係る事業区域内

に設置することができる。 

(報告等の徴収及び立入検査) 

第50条 市長は、前2条の規定による権限を行うために必要があると認めるときは、開発事

業者から特定開発事業等に関する工事の状況等について必要な報告若しくは資料の提出

を求め、又は当該職員をして事業区域内に立ち入らせ、当該工事の状況等を検査させるこ

とができる。 

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提

示しなければならない。 

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはな

らない。 

(委任) 

第51条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定め

る。 

第6章 罰則 

(罰則) 

第52条 第49条第1項の規定による命令に違反した者は、6月以下の懲役又は500,000円以下

の罰金に処する。 

(両罰規定) 

第53条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人

又は人の業務に関し前条の違反行為をしたときは、その違反行為を行った者を罰するほか、

その法人又は人に対して、同条の罰金刑を科する。 

附 則 

1 この条例は、平成21年7月1日から施行する。 

2 この条例の施行の日前において、法第29条第1項若しくは第43条第1項に規定する許可の
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申請、基準法第6条第1項若しくは第6条の2第1項に規定する確認の申請、基準法第18条第

2項に規定する計画の通知(基準法第88条第1項においてこれらの規定を準用する場合を

含む。)、宅地造成等規制法第8条第1項の許可の申請又は市長が別に指定する手続を行っ

た特定開発事業等については、この条例の規定は、適用しない。 

附 則(平成23年条例第5号) 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則(平成25年条例第42号) 

この条例は、平成25年4月1日から施行する。 

附 則(平成26年条例第20号) 

この条例は、平成26年4月1日から施行する。 

附 則(令和4年条例第1号) 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則(令和5年条例第28号) 

１．この条例は、令和5年5月26日から施行する。 

２．宅地造成等規制法の一部を改正する法律（令4和年法律第55号）附則第2条の規定に

よりなお従前の例によることとされた同法による改正前の宅地造成等規制法（昭和36年

法律第191号）に基づく宅地造成工事規制区域の区域内における宅地造成に関する工事等

に係る藤沢市特定開発事業等に係る手続及び基準に関する条例の適用については、なお従

前の例による。 

別表第1(第33条関係) 

事業区域の面積 貯留基準 

1,000平方メートル以上3,000平方

メートル未満 

1,000平方メートルにつき30トン以上 

3,000平方メートル以上5,000平方

メートル未満 

1,000平方メートルにつき40トン以上 

5,000平方メートル以上 1,000平方メートルにつき60トン以上 

別表第2(第37条関係) 

予定建築物等 ごみ集積所 設置基準 

8以上24未満の住戸を有する共同住宅(特定共

同住宅を除く。) 

可燃ごみ・不燃ごみ・

プラスチック製容器包

装用集積所 

1戸につき0.25平方メ

ートル以上 
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24以上の住戸を有する共同住宅(特定共同住

宅を除く。) 

可燃ごみ・不燃ごみ・

プラスチック製容器包

装・資源用集積所 

1戸につき0.3平方メー

トル以上 

24未満の住戸を有する特定共同住宅 可燃ごみ・不燃ごみ・

プラスチック製容器包

装用集積所 

1戸につき0.1平方メー

トル以上 

24以上の住戸を有する特定共同住宅 可燃ごみ・不燃ごみ・

プラスチック製容器包

装・資源用集積所 

1戸につき0.2平方メー

トル以上 

別表第3(第39条関係) 

用途地域 最低確保基準率 事業区域内確保基準率 

第1種低層住居専用地域 100分の80 100分の100 

第2種低層住居専用地域 100分の80 100分の100 

第1種中高層住居専用地域 100分の70 100分の80 

第2種中高層住居専用地域 100分の70 100分の80 

第1種住居地域 100分の70 100分の80 

第2種住居地域 100分の70 100分の80 

準住居地域 100分の70 100分の80 

近隣商業地域 100分の70 100分の80 

商業地域 100分の70 100分の80 

準工業地域 100分の70 100分の80 

工業地域 100分の70 100分の80 

別表第4(第39条関係) 

用途地域 最低確保基準率 事業区域内確保基準率 

第1種低層住居専用地域 100分の40 100分の50 

第2種低層住居専用地域 100分の40 100分の50 

第1種中高層住居専用地域 100分の35 100分の40 

第2種中高層住居専用地域 100分の35 100分の40 

第1種住居地域 100分の35 100分の40 

第2種住居地域 100分の35 100分の40 
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準住居地域 100分の35 100分の40 

近隣商業地域 100分の35 100分の40 

商業地域 100分の35 100分の40 

準工業地域 100分の35 100分の40 

工業地域 100分の35 100分の40 

別表第5(第39条関係) 

建築物等の用途 設置基準 

事務所 住宅で事務所の用途を兼ねるもの 延べ面積300平方メートルにつき

1台分以上 

上記以外のもの 延べ面積150平方メートルにつき

1台分以上 

別表第6(第40条関係) 

建築物等の用途 設置基準 

共同住宅 1住戸につき1.5 

特定共同住宅 1住戸につき1 

遊技場 店舗面積15平方メートルにつき1 

物品販売業を営む店舗 

飲食店 

金融機関の店舗 

店舗面積20平方メートルにつき1 

病院 

診療所 

事務所 

業務面積50平方メートルにつき1 

上記に掲げる2以上の用途に供

する建築物 

それぞれの用途につき右欄の設置基準により算出した数値

を合計した数値(当該数値に小数点以下の端数があるとき

は、その端数を切り上げた数値) 

備考 

1 この表において、店舗面積とは、売場その他の店舗の用途に供する部分の床面積の

合計をいう。 

2 この表において、業務面積とは、病院、診療所又は事務所の用途に供する部分の床

面積の合計をいう。 
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別表第7(第44条関係) 

開発区域の規模等 道路の延長 道路の幅員 

階数が2以上の

共同住宅又は一

戸建ての住宅 

2,000平方メートル未満 70メートル以下 4.5メートル 

70メートルを超え100

メートル以下 

5メートル 

2,000平方メートル以上3,000平

方メートル未満 

100メートル以下 5メートル 

階数が3以上の

共同住宅 

1,000平方メートル未満 70メートル以下 4.5メートル 

70メートルを超え100

メートル以下 

5メートル 

1,000平方メートル以上3,000平

方メートル未満 

100メートル以下 5メートル 

別表第8(第46条関係) 

用途地域等 宅地規模 

風致地区(法第8条第1項第7号に規定する風致地区をいう。以下同

じ。)に指定されている地区外の第1種低層住居専用地域及び第2種

低層住居専用地域 

120平方メートル 

風致地区に指定されている地区内の第1種低層住居専用地域及び

第2種低層住居専用地域 

130平方メートル 

第1種低層住居専用地域及び第2種低層住居専用地域以外の市街化

区域で1,000平方メートル未満 

100平方メートル 

第1種低層住居専用地域及び第2種低層住居専用地域以外の市街化

区域で1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満 

110平方メートル 

第1種低層住居専用地域及び第2種低層住居専用地域以外の市街化

区域で3,000平方メートル以上 

120平方メートル 

 


